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Ⅰ　はじめに─本稿の検討の視点

1　社会保障の制度化と個人の選択

人は生きていく上で，生活に困難を来す事態に
遭遇し，様々なニーズを抱える。社会保障はそう
した事態の一部を要保障事由として切り取り，当
該事由が発生した個人（又は世帯）に対し一定の
給付を行うとともに，その財源を租税や社会保険
料という形で調達する 1）。所得再分配機能 2）が社

会保障の重要な機能の 1 つであることに照らせ
ば，誰にいかなる給付を行うかのみならず，誰か
らどのような形で財源を調達し，その結果いかな
る所得再分配が機能するのかも，社会保障制度の
あり方を決定する重要な問題といえる。
そして，社会保障を制度化する際には，多くの
場合，要保障事由の設定や財源のあり方に関し，
客観的・画一的な判断ができるように定型化（年
齢，所得額，子の有無等の要素に基づいた要件の設
定）がなされる。本特集で取り上げている夫婦の
共働き化といったライフスタイルの多様化に着目
した場合，この定型化は大きく 2つに分けること
ができる。個人の選択が介在する要素（家族構成，
子の有無等）に基づくものと，そうでないもので
ある。例えば，児童手当は子の養育という個人の
選択が介在している事由にニーズが見出され給付
が行われるのに対し，公的年金は老齢・障害・死
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個人の選択が介在する事由にニーズを見出すタイプの社会保障の仕組みについては，ニー
ズに対する保障の要請と自己決定権の尊重の要請との相克が生じる。そのため，こうした
仕組みについては，常にその時々の社会状況に照らしながら，その相対立するモーメント
の間でいかなる調和点を見出すべきかが問われる必要がある。女性の就労機会が拡大し，
共働き世帯が増加しつつある現状において，第 3号被保険者制度や遺族年金制度の対象者
を，就労阻害要因を持つ者に限定していく方法は，1つの合理的な調和点の見出し方とい
える。他方で，数次の改正を経た今日の育児休業給付のように，共働き世帯を主な対象と
して仕事と育児の両立を支援する給付は，少子化対策の一環としても位置付けられる。そ
うした給付は，ライフスタイルが多様化する中，所得再分配の動員によって特定の生き方
を支援・促進することで，個人の選択に対する非中立的影響をむしろ意図的に引き起こす
ものである。もっとも，こうした給付の存在により，国家が一定の生き方のみに価値を見
出しているという誤ったメッセージを発信して人々の多様な生き方の追求を阻害せぬよ
う，国家は他の生き方の尊重とのバランスを図っていく必要があろう。
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亡という個人の選択が介在しない事由（偶発的事
由）を保険事故としている。共働きか否かは基本
的に個人の選択に委ねられるものであるため，例
えば，共働きという定型に基づいてそれに特有の
ニーズを見出して給付を行うのは前者のカテゴ
リーとなる。

2　自己決定の尊重と制度の中立性の要請

以上の整理を前提に，共働き化を背景とした社
会保障制度のあり方を分析するための軸を設定す
る。ここでは，ライフスタイルの選択と密接に関
わる規範である憲法 13 条に着目したい。
憲法 13 条に規定される幸福追求権には，自己
決定権（個人が，一定の私的事項について，公権力
による干渉を受けずに自ら決定できる権利）が含ま
れると一般に解されている 3）。通説の人格的利益
説は，個人の人格的生存に不可欠な私的事項に憲
法の保障が及ぶと解し，家庭生活や家族の維持・
形成に関わる事項がこれに含まれると解する 4）。
本稿で着目する共働き（又は片働き）という選択
は，夫婦における就労のあり方という生活を規定
する基本事項の選択を意味するだけでなく 5），人
格的生存の中核に位置する夫婦関係の形成や子を
持つか否かの選択とも密接に関連するため，個人
の生き方を大きく左右する事項として自己決定権
の保障の対象と捉えられよう。したがって，こう
した選択に対し国家は極力干渉を避け，特定の選
択を誘導（又は抑制）せぬよう制度の中立性を確
保することが求められる。こうした憲法 13 条の
要請を一部具体化したと捉えられるのが，男女共
同参画社会基本法 4条だろう 6）。同条は，条文上
明示するように，性別役割分担意識が反映した社
会制度や慣行の中立化を主眼としたものと捉えら
れるが，同条の定める理念は，個人の社会活動の
選択に対する普遍的な中立性を要請するもので，
例えば専業主婦を否定し共働きを推奨する制度
も，個人の社会活動の選択に対し非中立的影響を
与えるものとして，同条に従い見直しが求められ
ることになろう 7）。
こうした憲法 13 条の理念（自己決定権の保障）
の観点から，上述の社会保障の制度化を改めて眺
めると，そこには個人のライフスタイルの決定を

歪める要素が見出される。すなわち，個人の選択
が介在する事由にニーズを見出し，そのために所
得再分配を機能させることは，ニーズに対する保
障がなされた当該選択に個人を誘導する（あるい
は，少なくとも個人の選択の幅を一方向に広げる）
効果を持ちうるのである 8）。社会保障がニーズに
対する保障を目的とする仕組みであるとしても，
自己決定権の尊重を重視するのであれば，個人の
選択が介在した事由に対する再分配を排除する
（その結果，個人は再分配による調整を経ない状態で
ライフスタイルを選び，それに伴う不利益を自己で
引き受ける）という方向性が志向されることにな
る 9）。個人の選択が介在する事由にニーズを見出
すタイプの社会保障の仕組みについては，した
がって，ニーズに対する保障の要請と自己決定権
の尊重の要請との相克が生じ，そこでいかなる調
和点を見出すべきかが問われることになる。
そこで以下では，この問題関心に照らし，まず，
従来型の夫婦（専業主婦世帯）のニーズに対応する
仕組みとして第 3号被保険者制度（以下，第 3号制
度という）と遺族年金制度を検討し（Ⅱ），次に，
夫婦の共働き化に伴うニーズに対応する仕組みと
して育児休業給付制度について検討する（Ⅲ）。

Ⅱ　従来型の夫婦のニーズと社会保障�
制度

1　第 3号制度

（1）制度の概要
国民年金の第3号被保険者（以下，第3号という）

とは，第 2 号被保険者（厚生年金の被保険者）の
配偶者であって，主として当該第 2号被保険者の
収入によって生計を維持するもの（ただし，第 2
号被保険者である者は除く）である（国年法 7条 1
項 3号）。実務上は，原則として，年間収入が 130
万円未満で，かつ，配偶者たる第 2号被保険者の
年間収入の 2分の 1未満の場合に，生計維持要件
を満たすと判断される（平成 5年 3 月 15 日庁保発
5号による改正後の昭和61年 3月31日庁保発13号）。
第 3号は，サラリーマンの配偶者である（低賃金
のパートタイム労働者も含めた）専業主婦（夫）が
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その典型である。
第 3号は国民年金の被保険者であり，他の被保
険者類型と同様の受給権を取得しうるが，保険料
を納付せず（国年法 94 条の 6），また厚生年金の
被保険者でもないためその保険料も負担しないと
いう特徴を持つ。第 3号の保険料相当額は，厚生
年金から国民年金へ拠出される基礎年金拠出金に
よって賄われ，その財源は厚生年金の被保険者及
び事業主が負担した保険料と国庫負担（厚年法 80
条 1 項）である。

（2）第 3号制度の導入経緯
比較法的に見ても特殊な第 3 号制度は，1985
年の国民年金法改正（基礎年金改革）で導入され
た（翌年 4月施行）。
同改正以前，サラリーマンの配偶者で専業主婦

（夫）の者は，1961 年制定の国民年金法にて任意
加入の対象とされていた（国年法附則旧 6条 1項）。
これは，1954 年に全面改正された厚生年金保険
法にて老齢年金が「基本年金額＋加給年金額（配
偶者・子を扶養する受給権者に支給）」で構成され
る世帯単位の給付として設計され，専業主婦（夫）
は固有の年金受給権を持たないことから離婚等の
場合に無年金となることが問題視されたため，
（強制加入化はさらに検討を要することから）暫定的
対応として任意加入を認めたものである 10）。第 3
号制度の導入は，1961 年からの懸案であった専
業主婦（夫）の年金権の確立を実現させたもので
ある 11）。

（3）第 3号に保険料負担がない理由
上述のように，第 3号制度の特殊性は保険料負
担がなく，その代わりに被用者集団（と事業主集
団）が保険料相当額を負担している点にある。こ
の特徴が，基礎年金改革の審議当時から現在に至
るまで，同制度をめぐる議論の中心となってき
た。なぜこのような保険料の負担方法が選択され
たのだろうか。
①負担能力への配慮
その理由として，第 1に，第 3号の負担能力へ
の配慮が挙げられる 12）。基礎年金改革以前，国
民年金に任意加入し保険料を負担していた被扶養

配偶者は 7割に上っていたようであるが，残りの
3割の存在に照らし，全被扶養者に保険料拠出を
課すと，保険料が拠出できずに無年金者となる者
が生じるおそれが不安視されたのである 13）。他
方で，その配偶者たるサラリーマンに追加的な保
険料負担を求めても，支払能力の限界が懸念され
る 14）。このように，被扶養配偶者とその配偶者
それぞれの負担能力の限界に照らし，個別に保険
料を課す方法では全被扶養配偶者への年金受給権
の保障という目的が達成できないと判断され，被
用者集団と事業主集団による集団的負担が選択さ
れたといえる。もっとも，全ての第 3号を一律に
保険料負担能力がない者とみなすことについて
は，あまりに擬制的に過ぎるとの批判もある 15）。
②�他の社会保険制度における費用負担方法への
準拠
第 2に，第 3号の保険料相当額を被用者集団及
び事業主集団が負担するという仕組みについて
は，厚生年金等の加給年金や健康保険における被
扶養者への給付が，被用者集団及び事業主集団に
よって広く財源負担されてきたことに準拠すべき
であるという考えが示されていた 16）。もっとも
被用者集団による負担の根拠は必ずしも明らかで
ないと批判されるように 17），こうした正当化は，
準拠されている制度の合理性が明らかにされない
限り説得的とはいえないだろう。
そこで，厚生年金の加給年金について検討する
に，加給年金が導入された 1954 年当時は，性別
役割分担意識に基づく家族モデル（夫は仕事，妻
は専業主婦）が標準化した時期 18）である。こうし
た時代背景に照らせば，加給年金の財源を被用者
集団で広く負担することへの社会的コンセンサス
が形成されていたものと推察される。他方で，
1939 年の改正によってまずは任意給付として導
入された健康保険の家族給付は，家族の生活の安
定を保障することで軍需産業に動員された労働者
の労務への専念を図ろうとしたもので，日本の軍
事的・産業的競争力の増進を目的としたもので
あった 19）。したがって，少なくともこれらの給
付を見る限り，被用者保険における被扶養配偶者
への給付とその負担方法のあり方は，給付導入当
時の社会状況に強く規定されるもので，かかる費
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用の集団的負担が被用者保険の本質的要請である
といった普遍性を見出すことは困難だろう。

（4）第 3号制度の合理性の再検討
本稿の問題意識にしたがえば，第 3号制度は，
厚生年金への加入につながるような就労をせず個
人としては無所得（又は低所得）の被扶養配偶者
に対し，被扶養配偶者（主に女性）の年金権の実
質的保障のため，被用者集団・事業主集団から保
険料相当額が再分配される仕組みと捉えられる。
したがって同制度は，とりわけ女性について専業
主婦への誘導をもたらしうる制度として，自己決
定権の尊重の観点からは問題を孕む制度といえ
る 20）。そこで，そうした問題を内包しつつも再
分配を行う合理性・正当性を慎重に吟味し，自己
決定権の尊重との調和点を模索する必要がある。
①�専業主婦という生き方は選択の結果でないと
いう正当化
この問題設定に対し，まず，被扶養配偶者（主

に女性）の無所得・低所得は多くの場合個人の主
体的選択によるものではなく，女性の労働市場へ
の参加の困難さや処遇の低さといった外的要因の
結果であると捉えることは可能だろう。性別役割
分担意識が依然として根強かった第 3号制度（あ
るいは，その前身ともいえる厚生年金の加給年金）
の導入時は，こうした外的要因によって保険料負
担能力の欠如を強いられた専業主婦に対し，年金
権の実質的保障のため再分配を機能させることは
合理性・正当性が肯定されやすく，したがって社
会的コンセンサスも形成されやすかったといえよ
う。第 3号制度の専業主婦への誘導効果も，そも
そも社会が専業主婦という生き方を女性に実質的
に強いているのであれば，問題とならない。もっ
とも，そうした労働市場や社会全般の状況に起因
した保障のニーズを，（社会全体ではなく）被用者
集団（及び事業主集団）のみに負担させることの
合理性は別途問われなければならないだろう。
他方で，現在の共働き化現象に見られるよう
に，女性についても（男性と比べ程度に違いはある
にせよ）労働市場への参加という選択肢が確実に
広がりつつある状況では，労働への不参加による
無所得は個人の選択の結果と捉えられる場合も少

なくないだろう。また，現実に採りうる生き方の
選択肢が多様化するに従い，専業主婦への誘導と
いう第 3号制度に内在する問題は一気に顕在化す
る。したがって，現在では，専業主婦の保険料負
担能力の欠如を一律に外的要因に帰着させること
によって再分配を正当化することは維持し難く，
別の合理化・正当化の可能性を探る必要がある。
②無年金・社会的排除の防止という意義の認識
第 3号制度の正当性に関しては，ライフスタイ
ルの選択に対する中立性よりも，国民年金制度の
趣旨・目的としての「無年金の防止」を重視する
考え方が主張されている 21）。確かに，国民年金
は第 1号被保険者について低所得の理由（外的要
因なのか，個人の選択なのか）を問わずに，現に（配
偶者や世帯主の所得も合わせて）低所得であれば保
険料免除の対象としており，こうした保険料免除
の合理性・正当性が肯定されるのであれば，同じ
く被用者の配偶者についても（たとえそれが個人
の選択の結果だとしても）現に低所得であれば保
険料を免除し，年金を保障することの合理性・正
当性が肯定されよう。また，経済的困窮が高齢者
の社会的孤立の背景の 1 つであることに照らせ
ば 22），女性を中心とした低所得者への年金の保
障には，老後の社会的孤立・社会的排除という
（単なる無年金よりも）深刻な事態の予防措置とし
ての意義も見出される。
もっとも，多くの論者が指摘するように 23），
第 1号被保険者の保険料免除と異なり，第 3号制
度では保険料負担を一切求めずに，国庫負担分を
超えたフルの年金を保障し，その費用負担を第 2
号被保険者（及び事業主）に負わせている。こう
した違いの合理性は，無年金・社会的排除の防止
のみでは説明しきれないだろう。
また，より根本的には，無年金や社会的排除を
予防する視点から導かれる再分配の仕組みが，個
人の選択に非中立的作用を及ぼして，不就労や
パートタイム労働といった無（低）年金や社会的
排除の危険性が高い生き方の選択をかえって助長
することになってしまっては，自己決定権の尊重
の観点から問題であるだけでなく，無年金・社会
的排除の防止の観点からも本末転倒といえよう。
無年金・社会的排除の防止という目的が再分配を
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一方では正当化するとしても，（自己決定権の尊重
の観点のみならず）そうした再分配が逆にその目
的に反する作用を及ぼすことのないよう，その機
能する範囲を限定する必要があろう。
このように考えた場合，専業主婦（夫）を一律

に再分配の対象とするのではなく，諸外国で採ら
れているような 24），育児・介護等の就労阻害要
因を抱えた者のみを選別してこれらの者に無年
金・社会的排除防止のための再分配を限定すると
いう方法は 1つの合理的な選択肢だろう。就労阻
害要因により不就労・パートタイム労働に止まる
者は，上記①の観点からの正当化もなお可能な者
でもあり，就労阻害要因が外在的なものである以
上，そうした者への再分配は個人の選択に非中立
的作用も及ぼさない（なお，育児・介護の負担の引
き受けは選択の結果ともいえるが，現実のサービス
提供体制の不十分さに照らせば，個人の選択とは言
い切れない面があろう）。こうした就労阻害要因に
着目した再分配の合理性は第 1号被保険者にもあ
てはまると思われるため，財源を一般化しつつ対
象者を普遍化するのが適当だろう。

2　遺族年金制度

（1）遺族年金の受給要件と個人の選択
日本の公的年金制度の遺族年金は，死亡した被
保険者等によって死亡当時生計を維持していた遺
族（配偶者等）を対象としていることから（国年
法 37 条の 2第 1 項柱書，厚年法 59 条 1 項柱書），死
亡した被保険者等に経済的に依存していた（その
ためその死亡により生計の途を失う）配偶者等にま
ず対象を限定している 25）。
遺族基礎年金はさらに，一定年齢以下の子，及
び，そうした子と生計を同じくする配偶者に対象
を限定する（国年法 37 条，37 条の 2）。遺族配偶
者について子との生計同一要件が課されるのは，
遺族基礎年金の前身である母子年金 26）が，性別
役割分担社会を背景に，子がいるため稼働が困難
な遺族たる女性への所得保障を目的とした 27）こ
とに由来する。なお，2012 年の改正は，従来妻
に限定されていた対象者を，子を持つ夫にも拡大
し男女差を解消した。これは，性別に関わりなく
ひとり親家庭が抱える生活上の困難を支援するた

めと捉えられる。
遺族厚生年金では，上記の生計維持要件に加
え，妻以外の遺族については年齢要件が課される
（厚年法 58 条，59 条）。遺族たる夫と妻との間の年
齢要件の有無の違いは，夫は 55 歳未満であれば
就労による自活が可能なため所得保障の必要性が
低い一方で，妻は若年でも就労による自活が困難
なため保障の必要性が高いとの認識に基づくもの
と解される 28）。
以上によれば，日本の遺族年金は，受給権者に
ついて，生計維持要件にて死亡時の経済的依存関
係の有無による第 1段階の絞りをかけた上で，遺
族基礎年金では子の存在により就労に制限を受け
る配偶者に，遺族厚生年金では自活可能性の低い
者に，それぞれ第 2段階の絞りをかけてさらに受
給権者を限定する仕組みとなっている。したがっ
て，遺族配偶者の従前の就労状況という個人の選
択が影響を与えうる生計維持要件が課されている
が，この第 2段階の絞りでは，類型的に，そもそ
も就労による自活という選択肢を持ち難い者に給
付が限定されるため，理論的には，受給権を取得
したことにより就労を抑制するという意味での個
人の選択を歪める作用が生じにくいといえる。し
かし，第 2段階の要件，とりわけ遺族厚生年金に
ついて妻に年齢要件が課されていないことが，現
実の自活可能性を反映していない場合（すなわち，
現実には自活可能な者を同要件が排除できていない
場合）には，就労インセンティブへの影響が生じ
るおそれがある。

（2）従来の状況
もっとも，これまでは配偶者の就労をめぐる個人
の選択に対する遺族年金の非中立的な作用や影響は
以下の事情により非常に限定的であったといえる。
①女性の就労機会の乏しさ
性別役割分担意識が強かった頃は，女性の就労
機会や雇用条件が限られていたため，第 2段階に
て女性（とりわけ，子を抱えた女性）を一般的に自
活可能性が低い者としたことは現実を反映したも
のであった。
②生計維持要件における所得基準の高さ
女性の就労機会が制限されていた時代において
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も，例外的に就労し所得がある女性は生計維持要
件により排除されうる。同要件は保障ニーズの有
無を計るために必要な要件であるとしても，就労
して所得を得ると受給しにくくなるという意味で
は，個人の選択との関係で非中立的な仕組み（そ
のため，個人の選択に影響を与えうる仕組み 29））と
いえる。しかし，実際には同要件の認定基準は，
なるべく支給対象を制限しないよう非常に緩やか
に設定されていることから（基本的に，前年の収
入 850 万円未満（所得 655.5 万円未満）であるこ
と 30）），共働き世帯でも同要件を広く満たしてい
る 31）。生計維持要件のこうした認定基準の高さ
により，配偶者の従前の就労に対する遺族年金の
非中立性は限定的なものに止まっているといえる。

（3）就労に対する遺族年金の非中立化のおそれ
遺族年金が受給前後の遺族配偶者の就労に対し
て非中立的となることを阻止していた上記①②の
要素は，しかしながら，現実に崩れつつある。す
なわち，共働き化に見られるように，現実に女性
の就労機会が拡大するに伴い，（とりわけ遺族厚生
年金に関し）年齢に関わらず女性一般を自活可能
性が低い者として扱うことと現実との間に齟齬が
生じるようになってきている。他方で，2012 年
改正の際に議論されたように 32），上記②の認定
基準の高さを問題視する動き（引き下げに向けた
議論）もある。女性は一般的に自活可能性が低い
との①の前提が崩壊しつつある状況で生計維持要
件のみを厳格化すれば，夫の死亡時に就労し所得
のあった妻の排除が加速する一方で，自活可能性
が必ずしも低くない妻が，夫の死亡時に低所得で
あったという理由のみで遺族年金の受給権を取得
することになる。
このように，生計維持要件の厳格化（認定基準

の引き下げ）は，就労してきたことが遺族年金の
受給において一種のペナルティとして認識される
おそれを拡大させる一方で 33），女性就労の進展
にもかかわらず第 2段階の要件を現状のまま維持
し自活可能性が必ずしも低くない遺族配偶者に受
給権を認め続ければ，そうした者の就労インセン
ティブに影響を与える可能性がある。

（4）遺族年金の今後のあり方の模索
①遺族厚生年金
上記のような問題状況に対し，遺族厚生年金に
ついては，諸外国を参考に給付の目的・機能を根
本的に再検討しつつ，（生計維持要件の見直しを含
め）個人の選択に対しより中立的な仕組みへと大
幅に改正することも選択肢の 1つであろう。
他方で，上記の 2段階の絞りを採用する現行制
度の枠組みを尊重するのであるとしても，妻に関
する第 2段階の要件は再検討されるべきだろう。
この問題は，憲法上の平等原則に照らした解釈論
の観点だけでなく，第 2段階の要件による個人の
選択（とりわけ，就労インセンティブ）への影響を
適正化するという立法論的観点からも検討すべき
問題である。そして，性別に基づく差別的取扱い
の解消の要請と，女性就労の進展という現状に鑑
みれば，女性一般を自活が困難なカテゴリーとし
て扱い男性と区別することの合理性は乏しくなっ
ていると思われる 34）。自活可能性に着目して第 2
段階の絞りをかけるのであれば，（性別に関わらな
い）よりきめ細かい仕組みが望ましく，遺族を年
齢や就労阻害要因（傷病，障害，育児・介護責任等）
の有無により区別し，それぞれに異なる仕組みを
用意するという方向性を検討すべきだろう。
②遺族基礎年金
遺族基礎年金では，生計維持要件に加え，子を
有することが要件として課されている。子の存在
は，男女問わずひとり親にとっては就労を制約す
る要因と捉えられることから，第 2 段階の要件
（子を有すること）は自活可能性をある程度適切に
反映しているといえる。他方で生計維持要件は，
個人の選択に対する非中立性の問題の他に，遺族
基礎年金の目的・機能自体に照らした合理性も再
検討すべきだろう。すなわち，従前ある程度所得
があった者も，ひとり親となったことで所得の維
持が困難なことがある。したがって，配偶者の死
亡時の所得のみを審査する生計維持要件が，将来
的な所得保障のニーズを正確に把握しきれるかは
疑わしく，少なくとも死亡時の所得のみを審査す
る仕組みは見直されるべきだろう。その上で，個
人の就労インセンティブへの影響に配慮しなが
ら，受給要件等を見直す必要があろう。
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Ⅲ　共働き化等のライフスタイルの多様
化と社会保障制度

1　仕事と育児・介護との両立をめぐる問題状況

育児も介護も，一定の長期間にわたる継続的な
見守りと世話を必要とするため，多くの者にとっ
ては仕事とトレードオフの関係にある。そのた
め，他者からのサポートがない限り，個々人にお
ける両立は困難で，結局一方を断念する他はな
い。性別役割分担意識が根強い時代には，妻が専
業主婦となることにより，夫婦間で機能を分担し
て個々人での両立を回避する傾向にあった。
これに対し，個々人における仕事と育児・介護
の両立を目指す制度として，「育児休業，介護休
業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関す
る法律」に基づく育児休業・介護休業制度，及び，
雇用保険法に基づく育児休業・介護休業取得者へ
の育児休業給付金・介護休業給付金がある 35）。
保育所制度を中心とした子育て支援制度も，仕事
と育児の両立を（法律の主目的ではないとしても）
実際上実現する機能を持つ。これらの仕組みはい
ずれも，仕事と育児・介護を両立させようとする
個人に生ずるニーズを，他者による負担の受忍
（育児・介護による労働者の不就労を使用者が受忍す
ること），あるいは他者からの所得再分配（雇用保
険による育児・介護休業給付金の財源負担，保育費
用についての公費負担）によって保障する側面を
持つ。本稿の問題関心に照らせば，そうした負担
の受忍や再分配の合理性・正当性は，個人の選択
への影響を踏まえながら改めて問うべき問題とい
える。以下では，紙幅の関係上，育児休業給付金
に焦点を絞る 36）。

2　育児休業給付金

（1）当初の制度趣旨
1991 年に制定された「育児休業等に関する法
律」（以下，育児休業法という）は，子を養育する
労働者に育児休業（以下，育休という）の取得を
保障すること等により，かかる労働者の雇用継続
の促進等を目的としていた（同法 1 条）。同法で
の育休制度は，その前身にあたる仕組みが男女雇

用機会均等法に規定されていたことからも窺える
ように，雇用における男女平等の実質化のための
取組みとしての性格を帯びていた 37）。もっとも，
育児休業法では育休取得者に対する使用者の賃金
支払義務は規定されていないため，育休取得者は
賃金の全部又は一部を喪失する。育児休業給付
は，こうした賃金喪失により雇用継続が困難とな
る状態を「失業」に準じた職業生活上の事故と捉
え，このような事故が生じた労働者に対し職業生
活の円滑な継続を援助・促進することにより失業
を回避し，その雇用の安定を図ることを目的とし
て，1994 年の雇用保険法改正により創設された
（翌年 4月施行）38）。同給付は，その支給によって
育休を取得しやすくすることにより 39），子を養
育する労働者（とりわけ女性労働者）が就労を断
念せずに職業生活を継続できるよう目指したもの
といえる。
就労継続の援助・促進という給付の目的は，創
設当初の給付構造にも表れていた 40）。育児休業
給付は，育休期間中に支給される「育児休業基本
給付金」（休業 1カ月あたり，休業開始前 6カ月間の
月平均賃金額の 20 %）と，育休終了後引き続き 6
カ月間以上にわたり従前の事業主の下で雇用され
ていた場合に支給される「育児休業者職場復帰給
付金」（上記月平均賃金額の 5 %に育休取得月数を乗
じた額）とから構成されていた。育休期間中だけ
でなく，休業終了後の一定の雇用継続を要件とし
た給付を組み合わせることで，育休後の円滑な職
場復帰を促進する狙いがあった 41）。なお，両給
付合わせて 25 %という給付水準は，離職して基
本手当を受給する者との均衡等が考慮された結果
である。つまり，出産期の女性が失業した場合に
取得する基本手当の平均給付額と，10 カ月分の
育児休業給付の給付額とが同じになるように設定
されたのである 42）。

（2）育児休業給付の変容
育児休業給付は，その後，数次の改正を経て
徐々に拡充・変化する。給付水準は，25% から
40%（2000 年法改正），50%（2007 年法改正），67%（最
初の 6カ月間のみ。それ以降は 50%。2014 年法改正）
へと引き上げられた。また，2009 年法改正では，
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育児休業者職場復帰給付金が廃止され，休業期間
中に給付される育児休業給付金に一本化された。
こうした改正の動向は，審議過程でも言及されて
いたように，育児休業給付を少子化対策 43）とし
ても位置付ける方向性の表れと評されている 44）。
つまり，同給付金のこうした変化は，無給となる
育休期間中に給付を集中・充実させることにより
育休取得に伴う所得喪失の影響を緩和し，もって
育休の取得，ひいては子を持つという労働者の選
択を後押ししようとするものと捉えられる。1991
年の育児休業法の制定を後押ししたのが少子化の
進行（1990 年の「1.57 ショック」）であったと考え
られることから 45），同法の制定や育児休業給付
の導入の当初から，少子化対策としての意味は潜
在的には含まれていたが 46），その後の少子化の
さらなる深刻化が，少子化対策としての育児休業
給付金の意識的な位置付けと活用をもたらしたと
いえる。
その一方で，これと相関して，子を持つ労働者
の就労継続の援助という当初の目的は後退して
いったといえる。それを最も顕著に示すのが，上
述の休業期間中の給付への一本化である。休業後
の就労継続を要件とする給付の廃止により，就労
継続のインセンティブを与えていた具体的仕組み
が消失したのである。

（3）� 男女の雇用平等を理由とした育児休業給付
の正当化
以上の育児休業給付の動きをライフスタイルの
選択との関係で整理すれば，当初は子を養育する
労働者（主に女性労働者）が就労継続を断念せず
に仕事と育児を両立できるよう，育休制度及び育
児休業給付制度が創設された。子を持つ女性労働
者の就労継続は，男女間の雇用平等の実質化に寄
与するという意義を持つ。そのため，子を持つ労
働者の就労継続という選択を実現するために他者
からの再分配を行うことの正当性は，雇用平等の
理念にまず求めることができる。男女間の雇用格
差は是正すべきであることを前提とすれば，その
手段として他者からの再分配を動員することの正
当性は肯定されやすいだろう。
そして，雇用保険の保険集団のみに雇用平等実

現のための負担を課すことの合理性はただちには
導かれないとしても，①育児負担（あるいは育休
取得に伴う所得喪失）による就労継続の断念が失
業に類似する事態であること，②子を養育する労
働者の就労継続は雇用保険の被保険者の確保とい
う側面も持ち保険財政の健全性に資する面もある
こと，を考慮すれば一定の合理性は認められるだ
ろう。

（4）少子化対策としての育児休業給付の正当化
他方で，少子化対策としての側面を強調してき
ている 2000 年代以降の改正では，労働者が子を
持つこと自体を断念せぬよう，子を持ち育休を取
得したことに伴う不利益（賃金の喪失）を緩和す
る動き（休業期間中の給付の充実）が図られた。こ
うした動きにより，育児休業給付金の目的・機能
が休業期間中の所得保障へとシフトし 47），他方
で，休業終了後の給付の廃止により就労継続の支
援の目的が後退していった。
かかる変化は，雇用保険での再分配を正当化し
うる要素である上述の①②を損なうおそれがあ
る。つまり，仕事と育児の両立を目指すにあたり，
仕事の断念の防止は失業の防止に近接している
が，育児（子を持つこと）の断念の防止はもはや
失業の防止とは接点を見出し難い（①の後退）。
また，労働者が子を持つことを前提に，育休を取
得して就労継続を図ることは，雇用保険の被保険
者確保に対しプラスの効果を及ぼすが，労働者が
就労継続を前提に，子を持つことを断念せずに育
休を取得することは，（子が将来的に被保険者とな
りうるという長期的影響を度外視すれば）就労継続
が前提となっている以上，被保険者の流出防止に
直接的な効果はない（②の後退）。
なお，雇用平等ではなく，少子化対策という目
的が，社会法の目指すべきことなのかという根本
的な疑問も存在する。確かに，雇用平等は問題が
まさに雇用の場で生じているため，その対策が雇
用法制やそれと密接に関連する社会保障法制に
よって講じられるべきものといえるが，人口政策
の側面を持つ少子化対策は，労働者保護やニーズ
に対する保障を担う社会法の本来の役割とは言い
難い 48）。しかし，少子化による人口減少と人口
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構成の歪みは，社会全体の課題であると同時に，
制度の安定的持続がその本質的要請の 1つと解さ
れる社会保障法制の課題でもある 49）。したがっ
て，社会保障法制においても，それが中心的役割
ではないとしても，少子化対策の一環として 50），
子を持つという選択を行った者に生ずるニーズに
対し保障を行う仕組みを組み込むこと（そしてそ
のために他者に財源負担を求めること）は，制度の
崩壊に対する自己防衛といった内在的要請として
許容されるものと思われる。すなわち，子を持つ
という選択は少子化の抑制という社会的要請（あ
るいは社会保障制度の要請）に貢献する以上，単な
る個人的選択ではなく，それに伴うニーズは他者
からの再分配によって支えられるべき社会的意義
のある選択といえる 51）。

（5）少子化対策を目的とした給付の財源のあり
方
社会保障法制に少子化対策のための給付が組み
込まれうるとしても，その波及効果が社会全体に
及ぶことを考慮すれば，特定の費用負担者（現行
では雇用保険の被保険者集団と事業主集団）のみに
その負担を負わせるという財源のあり方 52）は正
当とはいえないだろう。より一般的な財源たる国
庫負担によって賄われるべきだろう。
また，仕事と育児の両立を支える給付は，少子
化対策の一環であるとしても，個人の選択の幅を
広げるという意味で個々人に対するメリットもあ
る。そのため，かかる給付の対象者は，そうした
選択の幅の拡大を求める者の間で不公平 53）を生
じさせぬよう，できる限り広く設定する必要があ
る 54）。そうした対象者の拡大は，少子化対策と
してのマクロ的効果をより高めることにもなる。
対象者の普遍化も，財源を国庫負担に求める理由
の 1つとなろう 55）。
以上の検討をまとめると，雇用保険料を財源に
育児休業給付を被保険者にのみ給付することは，
雇用保険の本来の目的との乖離，少子化対策のた
めの財源のあるべき姿，給付対象者の普遍化の必
要性の観点から，妥当とはいえないということに
なる。他方で，本稿の立場からは，主に共働き世
帯を念頭に少子化対策のための給付として対象者

を普遍化した育児休業給付を，国庫負担を財源と
して社会保障法制に組み込むことは許容されるこ
とになる。しかし，こうした給付が，子を持つ可
能性を有する就労者のみをターゲットとしてライ
フスタイルの選択の幅を広げる（仕事と育児の両
立という選択肢を保障する）ものであるという点は
忘れてはならない 56）。

Ⅳ　お わ り に

冒頭に述べたように，社会保障制度は，人が生
きていく上で抱える様々なニーズに対する保障を
行う仕組みである。そうした仕組みの中には，本
稿で取り上げた各給付のように，一定の生き方を
送ることに伴う不都合（就労していないため所得が
少なく保険料が払えない，配偶者に経済的に依存し
ていたため配偶者を亡くすと生活が困難となる，子
を持ったため就労継続が難しくなる）から生じる
ニーズに対応するものもある。そうしたニーズに
対しては，貧困の防止や男女平等などの観点から
再分配による保障を促進するモーメントが働く一
方で，生き方（ライフスタイル）に関する自己決
定への国家による過剰な干渉を防ぐ観点から再分
配を抑制するモーメントも働く。この相対立する
モーメントの強弱は，上記の各給付について検討
したように，その時々の社会状況によって左右さ
れ，その間の調和点は一義的に定まるものではな
い。そのため，個人の生き方の選択に関わるニー
ズへの保障については，実際の社会状況を踏まえ
ながら，相対立するモーメントの調和点を常に模
索し，望ましい再分配のあり方を探求していく必
要がある。本稿での検討は，その 1つの試みとし
て行ったものである。
他方で，少子化対策の一環として位置づけられ
る給付は，ライフスタイルが多様化する中，再分
配の動員によって特定の生き方（仕事と育児の両
立等）を支援・促進することで，個人の選択に対
する非中立的影響をむしろ意図的に引き起こすも
のである。それゆえ，こうした国家による介入は，
国家が一定の生き方の

・

み
・

に価値を見出していると
いう誤ったメッセージと紙一重の危うさをはら
む 57）。とりわけ少子化対策により影響を受ける
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のは，ライフスタイルの選択の中でも個人の人格
的生存の中核に位置付けられる，子を持つか否か
という生き方の選択 58）である。したがって，社
会保障法制の中に少子化対策のための給付を組み
込めるとしても，こうした誤ったメッセージを発
信して人々の多様な生き方の追求を阻害せぬよ
う，国家は他の生き方の尊重とのバランスを意識
的に取っていく必要があろう。

＊本稿は，科研費・基盤研究（A）（課題番号：16H01991），
科研費・基盤研究（A）（課題番号：16H01985）及び科研費・
若手研究（B）（課題番号：15K16934）の研究成果の一部で
ある。
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